
様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢M－囮T万~｢百1
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

←
通じて得た様々な情報を広く伝えること

〆

1
孔

ご利用明細票

ご利用いただきま

4

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

轄理番号 ろ一／
「＝~詞1

決
裁

ー－－’－

会派代表者

毒迄世

鱒
I I

経理責任者 ③
I｢言’

経理担当者 l■■

経費項目 調査研究費･研修費･広鰄費･鶏調誇嗣潰･会議･資粥昨耀･資鵜騰入費･事務費･事翻i費･人件費

内 容 FMしまだコーナー料及び送金手数料

年月 日 令和2年6月5日～令和年 月 日 金額 49,720円

目的
定期的に県政、地域情報を報告する

使途 ●

令和2年5月分コーナー料及び送金手数料

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

T貝収胄壁壷貝(aノ

49,720円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

49,720円



〒426-0132

静岡県藤枝市本郷286

御請求幕

株式会社FM島田

代表取締役社長八木

〒427-0042

島田市中央町5番の1

TEL:0547-34-1765

求書
2020年5月31日

No 606

佐野愛子 様

蟻
2020年5月度 F

FAX:0547-34-5700
期間2020/05/01～2020/05/31

ご請求額 ¥49,500

<お振込み先＞

島田掛jil信用金庫島田本店営業部
上記の通りご請求申し上げます。

来月末迄にお振込みをお願い致します。

費 目 請求金額 備 考

コーナー料 45,000

』

小 計 45,000

消費税等 （10.0%） 4,500

合 計 ¥49,500



様式第1－1号

声

鰯裳|会派 廣
画

代表者 経理責任者 経理担当者

使園宝項目 サーチキー
支出証拠書

｢7｢F~｢D1-[51~D~m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

経費項目 罐職貴研修費…費鶏齢謡鱸会議資紺鰔費資轤入費急電翻潰人件費
内 容 自動車リース代伶和2年6月分）

年月 日 令和2年6月5 日～令和年 月 日 金 額 28,998円

目的

使途

政務活動．

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

*月額リース料金（68,726円） から重量税､任意保険料等政務活動費対象外経費を

除いた金額（57,996円）に1/2を乗じた額を充当する

計算根拠令和2年4月証拠書僅理番号‘）参照

で按分

領収書金額(a)

57,996円

按分率(b)

1／2

政務活動費支出額(a×b)

28,998円



1/1ページしずぎんダイレクトライト

画面ID:BNYO60

入出金明細照会

Fこ菱節薊壼~｝

照会口座

06月26B1ﾕ時28分時点

照会条件を変更する
一一

一

(全2件） 並べ替え： 萱呈｜日付 廼豐

番号 日付 取引 差引残高摘要お預入金額お引出余類

井口 P■ 一一=e ﾛ傍■｡ ｡､■ 4且pI- ､-･ Jq ， ~

OO1 2020年06月05日分
ﾎﾝﾀﾞﾌｱｲﾅﾝｽ出金 68'726円

06月26BO6時OO分時点

国 次ページ前ページ

(csVﾌｧｲﾙでダｳﾝﾛｰド）

ﾄｯ 1ぺｰジ八

2020/06/26.CO・ip/ib/mquiry/BNYO//Www.dhfect-lite.smzuOkabankhtms: ●●●



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

行Tﾃｰ｢厚]－m｢訓
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 6－3

決
裁 会派代表者 経理責任者 ② 経理担当者 ■■

経費項目 鯉･研修費･広聴広報費･野調誇鰯費･会議費｡資料侑婚･資料陶費･事務費･認所費･人件費

内 容 ﾘﾆｱ工手瑛場縦婿，
年月 日 平成 え年&月タ日～平成 年 月 日 金 額 /-r万万汐 一 円

目的
ｿﾆｰ7 エー手蚤鵬乙湫券（支癖〃2－肱方

使途 支_通錐（偲吻ク〃ﾅｰfl()
政務活動．

県政との

関連性

大-腓
72V1

､Iの氷表i房と津虎時号杁_のソ
にjzila/(し,半1糾子 (7"(た品

矛柔り

く領収書貼付枠＞ ． ノ，

鐸>の理由

全て政務活動にかかる
ものである。

領収書金額(a)

パ‘Oりり 円

按分率(b)

／

/00％

政務活動費支出額(a×b)

/j-､OOO 円



｢ふじのくに県民クラブリニア中央新幹線現地視察」

参加議員：危機管理くらし環境委員会

リニア対策PT佐野座長

四本委員長､小長井委員、阿部委員
(4名）

車 両：千代田タクシー（普通車）を利用

･交通費： （請求金額） 67,600円十（振込手数料） 330円 ＝67,930円

･負担割合 参加議員各15,000円×4名＝60,000円

ふじのくに県民クラブ会派 7,930円

’ ご利用ありがとうございます。
I

I
I

ノ

’

1
1

1

1

06.520.38⑭ （裏面もご覧ください）

’
年月 日 ．

021 ]6 1 1〔

振替先店番･科目･口座番号
〔〔
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〔〔
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Ⅱ 銀行番号 店番号 科目 口座番号

＊＊＊＊ ＊＊＊＊ ＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

お取扱店 お取引F I容 お取引金額

0128 電信折 込 ￥67，60〔

お聴樋|TTj UbU』

蕊
おつり

￥70

J･3，’ UUUUUUUUUUL

残 高

ｷﾔｯｼﾝｸﾞ 手数料

￥330

時刻

1ゴ16撫：
お取扱い
できない堪舎

主
腿
廼
洗
罷
閲
。
》
』
累
均

シス帆オカ

ワツノヤ

普通0021890

チヨ外タワシー（力様

フシ蝋ノワニケンミンワラフ職様
TELO54-221-3510



9 請求書
令和2年6月9日

静岡県議会ふじの<に県民クラブ御中

■
ご利用ありがとうございました。下記の通りご請求申し上げます。

…苓而革産一意で尿~尼爾~頂一一 担当■
溌瓢惑溺識翻令和2年6月9日
》
》
》

静岡県議会ふじのくに県民クラブ様

四本様

隠蕊蕊蕊蕊溌篭罰普通皇

蕊蕊撫鰯嬢
謬難潤窪溺雰露繍溺鰯覇蕊蕊弱際蒸漂調

8:15 8: 30発・静岡県庁→椹島→燕沢6月9日
－

→千石沢→千石→椹島
一

→井川アルプスの里

→静岡県庁・ 19：25着 67600 1 67,600

－

－

一

－

－

△ロアノ世 ・

眼行沓谷支店（

直金

番号:OO2189C
名義:チヨダタクう

－

－

－－

羅熱 67,600
叱
細
恕
哨
Ｊ
日
日
》
皿

嶽
令
ｂ
和
Ｆ
Ｇ
Ｆ
す

。

ウ

塁
犀 67,600

確
認



様式第1－1号

使遼夏目 ｻｰﾁｷー ・ 支出証拠書
WT71一｢m｢ヨ

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

決
裁 会派代表者 経理責任者 ② 経理担当者

経費項目 認f霧･研修費･圃諏報費｡鶏謝誇爾賞.会議費.資料作成費.資料購入費.事務費.鰯.人件費

内 容 事務所電気料（令和2年6月請求分）

年月 日 令和2年6月15日～令和年 月 日 金額 4,481円

目的

使途

政務活動

県政との

関連性

＞収書貼付枠く領
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按分の理由

政務活動､後援会活動で

使用のため

領収書金額(a)

8,963円

■
■ 安分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

4,481円



令和2年6月16日発行
口座振替払済のお知らせ(電気料金等領収証）

います。

口座振替により領収いだしました。需篭蓋擁崇壊漠

I

１
１
１

お届け先住所を変更される場合は、簔己の担当窓口までご連
領収証の再発行はできませんので大切に保管してください。
月分、金額を修正したものは無効でございます。

印紙税申告納

付にづき名古屋東

税‘務署承認済

◎ごあんない

◎おことわり

‘ 振替､年月日 ．合計領収｡金額 消曹税窯前目当額(再掲)“

誹p 2f 三 6月1 1 日 ■ 8，963円 ,814円
ロ

に座封錠
I

｡函冑報の表示を希望される場合は
旧当窓口までご連絡ください。
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』 ､ ， t 》 ､ 毛
晶 『 渡 b 報､贈

-iお’なまえ u ｣
蟻:緯" , ﾔ ｰ

容量
ご使用量1

U 卓

Vh/tYi3

f 7 .

･ P

領収‘金額， 円

消費龍
6

目当額(再掲） 円

全精算:額等円
額舌-〒今率賑姫:御調目全面

■ 印

掲
』 出

初回引落割引額

燃料費調整額
＝ q識

｡吟I

q， 』銭

弓，賎

B h

､●

､､ # 偽 蔦

, "記、 事
蝿 '一 』 ､‐鍾謬 ､ 鞠､‘ ‘｡
馳噴

＝
60

A

｡I 51075

1 1
461

画 【

31888

1 -

1 J

l 1 q l353

ﾛ I

■ Q ､482

ﾛ ﾛ 1

G ﾛ ﾛ ｳ125
』

L 毎

T F " ご l 島 0

，－55100

-,567,00

，､ : ..-il47 ．0

ｫ ＆ 鎧令

Lぁ､』 凸 ､

､

壱あ ご

L ､

』

1 1

ﾛ Q I I

ロ ﾛ '

ロ 1 1

｝

’
且 ﾛ I

1

1
ﾛ q l I

ﾛ ､

ﾛ ロ I

ﾛ ﾛ 1

ﾛ ﾛ 1

■ ･ 9 1

１
１
二も

8

8 i " ' i i l ' 1
4 1 , F ﾖ 1 N

』 ､ 1

■ 9 弓 1

乱 J L＊

』 品
丹 q ＝

Q

画 Ⅱ

岸 L 皆

ﾛ ﾛ , I

ﾛ ﾛ ,1

f､“ ． ，
1 - 芦
『 画

由 I

n -p l

！ ■ﾛ g”

ﾛ g I

罰

U

= ﾛ ﾛ ﾆ

鷲

ﾛ ﾛ ､ 里『 ､

『 も 易

d q

L , 叶 溌

0 rⅡ

.■ 』ﾛ

L 』

占 , I Q
n j● 1

１

由

刃 7
隼申

期

角 ､

０
口
Ⅱ
■

Ｂ
●
■ ! i l

ﾛ ﾛ I

ロ 1 1

1 1

1 1

ﾛ ､ I

E l I

■ ﾛ I

1
■ ﾛ

ﾛ ﾛ

I

患
瑚
一
・
灘
即
“
執

4g､掴

．I ．』 ？ ￥ ‘『
ﾛ E令

ｰ dLr

P ㎡凸
F r

I!| ‘

r n寺西
㎡ ､I

ﾔｷ

l

p も 吾＝

1 Ⅱ
、

h

胸 F

1 1

I

ﾛ I

b L

1 〆

．『

・
・
‐
ｌ
９
Ｌ
ｙ
１
●
０
Ｊ
』

・
・
‐
ｌ
９
Ｌ
ｙ
１
●
０
Ｊ
』

J 1

、 』

5 k ,d +『

ﾛ I

泄
罷

Q I

画舗 q Ⅱ

b ､

且 ﾛ ､

』

■ G

d 』
n J 雷 Ⅱ . ■

血 も ，

『 ･ ﾛ

I

認 , 恥 邑虻吋 ､ >

L ､ 画｡

『



様式第1－2号

決
裁 ③会派代表者 経理責任者

使i鐙頁目 堂三壬辛 支出証拠書(各種団体会費）
｢7~｢7~｢Z1－｢5T5~｢IJ

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）
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金額x￥5,000全
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但し個人正会員年会費として

上記金額正に領収いたしました。

特定非営利活動法人集いの場所サンラ

〒426-0011

静岡県藤枝市平島639－3
Ｎ

ド

章式篭 .割l典!『『

暹蛤画一告一竜一一』二 一

領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれ按分による支出がある場合は、按分の理由、

ぞれ該当欄に記入すること。

※

鑿理番号 6－ざ

経理担当者

経費項目 冒 ･研修費

内 容 令和2年度会費及び送料NPO法人集いの家サンライズ

年月 日 令和2年6月17~令和年 月 日 金額 5,000円

会の趣旨｡

目 的

虐待、または人権を侵す等の行為を受けている子どもを支援し、同時に社会に対して子ど

もの人権擁護する啓発活動を行い、かつ関連機関との連携による子どもと家庭へのサポー
1,か圭締1 －ヱ漉趾､飛奔』『､1 ．〒健全lァ熊晨-r急去ス刊hf面禮音.,ざぐhl了琴丘十ス

会の活動

内容等

官民協働子ども育成支援事業「ひかりのいえ」の開催を通じ他の人と一緒に活動すること

で協調心の育成をめざしたり、季節を感じることができる行事を実施する

政務活動．

県政との

関連性

厚生委員会において子どもの実態について求められる施策を提案する

にかかる

領収書金額(a)

5,000円

按分率(b)

100％

政務活動費支出額(a×b)

5,000円



特定非営利活動法人集いの増所サンライズ

特定非営利活動法人集いの増所サンライズ定款

第1章総則

（名称）

第1条この法人は、特定非営利活動法人集いの場所サンライズという。

（事務所）

第2条この法人は、主たる事務所を静岡県藤枝市平島639－3に置く。

第2章目的及び事業

（目的）

第3条この法人は､虐待､または人権を侵す等の行為を受けている子どもを支援し、同時に

社会に対して子どもの人権擁護する啓発活動を行い､かつ関連機関との連携による子どもと

家族へのサポートを実施することにより､子どもが安心して健全に成長できる地域環境づく

りに寄与することを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第4条この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

‘ （1）社会教育の推進を図る活動

（2）人権の擁護又は平和の推進を図る活動

（3）子どもの健全育成を図る活動

（事業）

第5条この法人は、第3条の目的を逢成まるため、次の事業を行う。 ‘

（1）特定非営利活動に係る事業

①子どもが健全に育つ環境づくりの支援事業

②子どもの育ちに関する相談事業

③虐待される子どもの支援に関する事業

④児童虐待防止の為の啓発事業

⑤その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

（2）その他の事業

①高齢者サロン事業

②オリジナルグッズ販売事業

③チャリティーイベント事業

2前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし､利

益が生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

1



第3章会員

（種別）

第6条この法人の会員は､次の2種とし､正会員をもって特定非営利活動促進法(以下｢法」

という｡）上の社員とする。

（1）正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

（2）賛助会員この法人の事業を賛助ずる為に入会した個人及び団体

（入会）

第7条会員の入会については、特に条件を定めない。

2会員として入会しようとするものは､理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申

し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3理事長は、前項のものの入会を認めないときは､速やかに、理由を付した書面をもって本

人にその旨を通知しなければならない。

（入会金及び会費）

第8条会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）

第9条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

（1）退会届の提出をしたとき。

（2）本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

（3）継続して1年以上会費を滞納したとき。

（4） 除名されたとき。

（退会）

第10条会員は､理事長が別に定める退会届を理事長に提出して､任意に退会することがで

きる。 。

（除名）

第11条会員が次の各号の一に該当するに至ったときは､総会の議決により、これを除名す

、ることができる。この場合､その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならな

い。

（1） この定款等に違反したとき。

（2） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

（拠出金品の不返還）

第12条既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は､返還しない。

第4章役員及び職員

（竃弱り及び定数）

第13条この法人に次の役員を置く。

（1）理事6人以上10人以内

（2） 監事． 1人
・ 2



2理事のうち、 ．1人を理事長1人を副理事長とする。

（選任等）

第14条理事及び監事は、総会において選任する。

2理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

3役員のうちには､それぞれの役員について､その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人

を超えて含まれ､又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分

の1を超えて含まれることになってはならない。 ・

4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

（職務）

第15条理事長は、この法人を代表し､その業務を総理する。

2理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3副理事長は､理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは､理事長

があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

4理事は､理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を

執行する。

5監事は、次に掲げる職務を行う。

（1）理事の業務執行の状況を監査すること。

（2） この法人の財産の状況を監査すること。

（3）前2号の規定による監査の結果､この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令

若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には､これを総会又は所轄

庁に報告すること。

（4）前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

（5）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について､理事に意見を述べ､若し

くは理事会の招集を請求すること。

（任期等）

第16条役員の任期は、 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2補欠のため､又は増員によって就任した役員の任期は､それぞれの前任者又は現任者の任

」 期の残存期間とする。

3役員は､辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ

ればならない。

4第1項の規定にかかわらず､後任の役員が選任されていない場合には､任期の末日後最初

の総会が終結するまでその任期を伸長する。

（欠員補充）

第17条理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは､遅滞なくこ

れを補充しなければならない。

（解任）

第18条役員が次の各号の一に該当するに至ったときは､総会の議決により、これを解任す
ることができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければなら
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ない。

（1） 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
（･2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
（報酬等）

第19条．役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（職員）

第20条この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる｡
2職員は､理事長が任免する。

第5章総会

（種別）

第21条この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする｡
（構成）

第22条総会は、正会員をもって構成する。

（権能）

第23条総会は、以下の事項について議決する。
（1） 定款の変更

（2）解散

（3） 合併、

（4）事業計画及び活動予算

（5） 事業報告及び活動決算

（6）役員の選任又は解任、職務及び報酬

（7）入会金及び会費の額

（8）借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く｡第50条におい
・て同じ｡）その他新たな義務の負担及び権利の放棄

（9） その他運営に関する重要事項

（開催）

第24条通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

（2） 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集
の請求があったとき。

（3）第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 ．
（招集）

第25条総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する｡
2理事長は､前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から3
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0日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3総会を招集するときは、会議のロ時、場所、 目的及び審議事項を記載した書面をもって、

少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。 〃

（議長）

第26条総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（定足数)

第27条総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

（議決）

第28条総会における議決事項は､第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項
とする。

2総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。

3理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において､正会員の全員が

書面により同意の意思表示をしたときは､当該提案を可決する旨の社員総会の決議があった

ものとみなす。

（表決権等）

第29条各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は､あらかじめ通知された事項につい

て書面をもって表決し、文は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3前項の規定により表決した正会員は､第27条､第28条第2項､第30条第1項第2号

及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4総会の議決について､特別の利害関係を有する正会員は､その議事の議決に加わることが

できない。

（議事録）

第30条総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時及び場所

（2） :正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては､その数

を付記すること｡）

（3）審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には､議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は

署名しなければならない。

3前2項の規定に関わらず､正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総

会の決議があったとみなされた場合においては､次の事項を記載した議事録を作成しなけれ

ばならない。

（1） 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

（2） 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
5
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総会の決議があったものとみなされた日

議事録の作成にかかる職務を行った者の氏名

ｊ
ｊ

３
．
４

く
く

第6章理事会

（構成）

第31条理事会は、理事をもって構成する。

（権飽

第32条理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

（1）総会に付議すべき事項

（2）総会の議決した事項の執行に関する事項

（3）事業計画及び活動予算の変更

（4） 事務局の組織及び運営

（5） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（開催）

第33条理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

（1）理事長が必要と認めたとき。

（2）理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の

請求があったとき。

（3） 第15条第5項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（招集）

第34条理事会は、理事長が招集する。

2理事長は､前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは､その日から30日以

内に理事会を招集しなければならない。

3理事会を招集するときは､会議の日時､場所、目的及び審議事項を記載した書面または電

磁的方法をもって開催日の前日までに通知しなければならない。

礒長）

第35条理事会の議長は､理事長がこれに当たる。

（議決）

第36条理事会における議決事項は､第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事

項とする。

2理事会の議事は､理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは､議長の決するとこ

“ ろによる。

（表決権等）

第37条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は､あらかじめ通知された事項につい

て書面をもって表決することができる。

3前項の規定により表決した理事は､第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用につ

いては、理事会に出席したものとみなす。
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ﾉ

4理事会の議決について､特別の利害関係を有する理事は､その議事の議決に加わることが

できない。

（議事録）

第38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

（1） 日時及び場所

（2）理事総鋲出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては､その旨を付記すること｡）

（3） ・審議事項

（4）議事の経過の概要及び議決の結果

（5）議事録署名人の選任に関する事項

2議事録には､議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印又は

署名しなければならない。

第7章資産及び会計

（資産の構成）

第39条この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

（1）設立当初の財産目録に記載された資産

（2）入会金及び会費

（3）寄付金品

（4）財産から生じる収入

（5）事業に伴う収入

（6） その他の収入

（資産の区分）

第40条この法人の資産は､これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその

他の事業に関する資産の2種とする。

（資産の管理）

第41条この法人の資産は､理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別
に定める。

（会計の原則）

第42条この法人の会計は、第28条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（会計の区分）

第43条この法人の会計は､これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその
他の事業に関する会計の2種とする｡

（事業計画及び予算）

第44条この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は､理事長が作成し､総会の議決を経

， なければならない。

（暫定予算）

第45条前条の規定にかかわらず､やむを得ない理由により予算が成立しないときは､理事

長は､理事会の議決を経て､予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じるこ
7



とができる。

2前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予備費の設定及び使用）

第46条予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

（予算の追加及び更正）

第47条予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは､理事会の議決を経て､既定予算の

追加又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第48条この法入の事業報告書､活動計算書貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書

類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経

なければならない。

2決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする｡

（事業年度）

第49条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（臨機の措置）

第50条この法人が借入れをしようとするときは､その事業年度の収入によって償還する短

期借入金を除き、総会の承認を経なければならない。

1

第8章定款の変更、解散及び合併

（定款の変更）

第51条この法人が定款を変更しようとするときは､総会に出席した正会員の4分の3以上

の多数による議決を経かつ､法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合､所

轄庁の認証を得なければならない。

（1） 目的

（2）名称

（3） その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

（4） 主たる事務所及びその他事務所の所在地（所轄庁の変更を伴うものに限る）

（5）社員の資格の得喪に関する事項

（6）役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く）

（7） 会議に関する事項

（8） その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

（9）解散に関する事項（残余財産の帰属すべき事項に限る）

（10）定款の変更に関する事項

(解散）

第52条この法人は、次に掲げる事由により解散する。

（1） 総会の決議

（2） 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
8‐
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（3） 正会員の欠亡

（4）合併

（5）破産手続開始の決定

（6）所轄庁による設立の認証の取消し

2前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは､正会員総数の3分の2以上の承諾を

得なければならない。

3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）

第53条この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く｡）したときに残

存する財産は､この法人と類似する目的を有する公益法人､又は特定非営利活動法人のうち、

総会の議決を持って決した法人に譲渡するものとする。

(合併）

第54条この法人が合併しようとするときは､総会において正会員総数の3分の2以上の議

決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章公告の方法

（公告の方法)

第55条この法人の公告は､この法人の掲示場に掲示するとともに､官報に掲示する。ただ

し、貸借対照表の公告については、内閣府MO法人ポータルサイト（法人入力情報欄）に掲

載す-るb

､ 第10章雑則

（細則）

第56条この定款の施行について必要な細則は､理事会の議決を経て､理事長がこれを定め

る。

附則

i この定款は､この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理事長 高木尚

･副理事長 、 望月琴江

理事 今野智子

古蔵恒雄

野村美成

阿部如珍

池端功男

前田 りつ子

監事 内藤良彦
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3 この法人の設立当初の役員の任期は､第16条第1項の規定にかかわらず､成立の日から

2020年3月31口までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は､第44条の規定にかかわらずも設立総会

の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は､第49条の規定にかかわらず､成立の日から2019

年3月31日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は､第8条の規定にかかわらず､次に掲げる額とす

る。

（1） 正会員 入会金

年会費

年会費

１
１

口
口

一
一

く
く

鋒
叩
昭

０
０

０
０

９
１

５
０２

個人会員

法人、団体会員

（2）賛助会員 入会金

年会費

年会費

Ｊ
１

口
口

一
一

ｌ
く

熱
叩
叩

０
０

０
０

，
夕

３
０１

個人会員

法人、団体会員
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第5号議案

(様式3）

令和2年度NPO法人集いの場所サンライズ予算(案）

科目 予算額 前年実施 説明(内訳）

収
入

繰越金

会員費

寄付金

委託金

雑収入

その他

181,137

400,000

300,000

6,600,000

18,863

338,000

264,000

2,400,000

21,000

法人正会員×2､法人賛助会員×5(+1）
個人正会員×35(+5)､個人賛助会員×45(+9）

前年同程度を見込む

官民協働子ども育成支援事業前年は週3日、本年
は週5日の計算

前年度会場費収入あり

予備費

合計 7,500,000 3,023,000

支
出

｢ひかりのいえ｣運営薑

備品･消耗品費

車両購入費

車両保険

燃料費

その他

次年度繰越金

6,600,000

100,000

500,000

100,000

100,000

100,000

2,400,000

441,863

181,137

前年度週3日、本年度週5日の計算

礼金､敷金､3月分家賃78,000×5
官民協働子ども育成支援事業補填51,863

合計 7,500,000 3,023,000



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7m-｢F｢5~m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ一佐野愛子）

｜
’

口
＄ ｡P

ご利用明細票
血 1

腰一一…－麺垂藝’

ご利用いただきましてありがとうございました。

蘆……”ゆうちよ銀行．…､…“

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

鑿琿番号 6－6

決
裁 会派代表者 経理責任者 衝 経理担当者

経費項目 計踏形濱.研修費･It聴広嶺.鶏鞠誇瀧債.会議.資料I鰄費.資膿陶貴.事務費.鰯.人件費

内 容 令和2年7月分事務所賃借料及び送金手数料

年月 日 令和2年6月23日～令和 年 月 日 金額 50,220円

目的

使途

領収書金額(a)

100,440円

安分率(b)

1／2

％ ．

癖蜀 I費支出額(a×b)

50,220円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢ﾗT7｢詞一｢万｢5~｢21
書

（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

口
において、広い分野の情報を得るための手段と して活用する

聖 髭,P.､罫j 『＝両

綴溌識溌識露鶴蕊溌灘議蕊鴬識
No．

領収証

驫柔←錘
－－麦_"/_錘三一一一一一一

:惹髻鯵 夛堂重延と
騎
一
”

月分￥、

上記代金として領収致しました

今′今"無かみろ｡社会民主党機関紙宣伝局

E■■■■■■■
1

1

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整準号 6－γ

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 論固形漬･研修費･広聴醗費･雪識儲諦鑛･会議費･資料I誠費･資魎貴･事務費･事翻漬･人件費

内 容 社会新報購読料

年月 日 令和2年6月26 日～令和年月 日 金額 2,100円

目的
多白一々回に｡づけ'0情報収集 、

使途
令和2年4月～6月新聞購読料

にかかる

領収書金額(a)

2,100円

按分率(b)

､／

100％

政務活動費支出額(a×b)

2,100円



様式第1－4号

和

使途項目 サーチキー
支出証拠書（自動車燃料代）

｢7－｢gTU]-｢U~｢5~m

6 月分】 （会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

く領収書貼付枠＞

※按分による支出がある場合は､領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に記入す
ること。

雲 E笛弓岩一

決・

裁
会派代表者 鰯 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

区分 前回給油(領収書貼付分)A 今回(直近の)給油B 総走行f鴎佳C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

経費項目

事務費

⑬単価による充当方式 ：単価（円） ×君了慨難(km)

※領収書による充当方式

･積上げ方式 ：領収書金額（円） ×走行胤雛(km)/総走行距離（上記C) (km)

･充当限度割合による按分：領収書金額（円） ×充当限度割合 ‘

走行跡雌(km) 積算方法※ 充当額（円）

838 18 円× 838 km/ km 15,084

く支払証明＞上記のとおり支払った（充当した）ごとを証明しますb 議員氏名佐野愛 子翰

按分の理由

全て政務活動にかかるもの

である。

領収書金額(a)

15,084円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

15,084円



8－〃

15,084

月 日 内 容 行 程 ニ
メ 託 追離(m)

6/1 防災センター視察、県庁打合せ 自宅一センター、県庁 58

2 事務整理、県政報告作成 自宅一青木 25

3 事務整理等 自宅一青木等 26

4 志太榛原農林レク、児童養護視察 自宅一内瀬戸、平島 55

『ー

、 介護保険制度レク 自宅一支援センター 35

8 FM島田収録 自宅一島田 35

9 リニア視察 自宅一県庁 57

10 議案説明、研修会 自宅一県庁 57

11 補助制度説明 自宅一県庁 57

13 教職員意見交換 自宅一田沼 29

15 瀬戸谷小視察事務打合せ 自宅一本郷青木 18

16 教職員現場意見交換 自宅一駅 20

17

19

サッカー協会意見聴取、県庁事務

県庁リニア研修

自宅一県庁、市役所

自宅一県庁

63．

57

20 県立高校情報収集 自宅一青木等 37

22 地域教職員情報収集 自宅一茶町 36

23 FM県政報告収録 自宅一島田 33

25 学校一体化意見交換 自宅一県庁本郷 58

26 ． リニア研修 自宅一県庁 57

28 地域社会介護視察 自宅一青木、西益津 25

合 計 838



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠

｢7TFm－｢m列
書

（会派名。議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。 ‐

華引畢番号 6－7

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

経費項目 調劃瀞漬研修費底聴醗費霊熊禦篭潰会議齢H繍漬鮮艤入費諺事翻資人件費
内 容 携帯電話料、及びモバイル通信料（令和2年5月請求分）

年月 日 令和2年6月〃日~令和年 月 日 金額 7,889円

目的

使途

政務活動

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

料金合計額 ｹｰﾀｲ補償ｻｰﾋﾞｽ利用料十端末分割代金

18,951-（380円×1.1＋2,754円）×1/2＝7,889円

按分の理由

政務活動と私用で按分

領収書金額(a)

15,779円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支仕 額(a×b)

7,889円



（ 1／ 1ページ)dacomo日頃、 ドコモのサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
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日頃、ドコモのサービスをご利用いただきまして雛にありがとうございます。 （ 1／ 4ページ)d5Eom◎
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【合計請求額の請求内訳】
詳細は電話番号毎内訳をご覧ください。

◇基本使用料等（計）
4．853 40853 基本使用料 合算

◇通騒料・通信料（計）
147 147 FOMA・SMS通信料 合算

◇パケット定額料等（計〉
9.147 3.500 パケット定額料（シェア） 合算

~600 パケット定額料（シェアずっとドコモ割） 合算

1,000 スピードモード／1GB追加オプション利用料 合算

500 シェアオプション定額料 合算

8,348 定類通信料 合算

-953 定額プラン（無料通信分）適用額 合算

=2,648 定額データ割 合算

0 パック定額邇恒料 合算

◇その他ご利用料金等（計）
402 2,400 付加樫能使用料等 合算

0 ドコモWi-Fi利用料 合算

－1，944 月々サポート適用額 内税

6 ユニバーサルサービス料 合算

-60 日ビリング割引料 合算

◇端末等代金分割宝礼金
2.754 2,754 端末等代金分割古払会 非対象等

◇消費税等相当額（計）
1.648 1,648 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計×10％

◇合計
18,951 18,951 合計 (3回線請求分）
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■■■■■■■■■■ I ご利用期間（4／1～4／30）

■■■■■■■■■■ I
◇基本使用料等（計）

2.200 2,200 カケホーダイプラン（ケータイ） 合算

◇通話料・通信料（計）
147

147 FOMA・SMS通信料 4月ご利用分 合算

◇パケット定額料等（計）
3.900

3,500 データsパック（小容量）定額料 合算

－600 ずっとドコモ割プラス（料金割引） 合算

1,000 スピードモード／1G日追加オプシヨン利用料 却渦分は1回分です。 合算

0 (参考）当月ご利用データ量（シエアグループ合計） 3. 7G(通信凍麿制限含む） 合算

0 (参考）当月ご利用データ量 0. 1G(運信痩麿制限含む） 合算

◇その他ご利用料金等（計）
862

300 Iモード利用料 合算

200 キャッチホン利用料 合算

380 ケータイ補償サービス利用料（380） 合算

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご鯖求となります 合算

-20 eピリング割引料 4月鯖求分 合算

◇消愛税等相当額（計）
710

710 消費税等相当額（合計） 合算表示の料金合計×1o％

◇合計
7.819 7,819 合計

＜NTTドコモからのお知らせ＞
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

O継続利用期間は、4月末で ■■■■■■■■■
Oカケホーダイ／ライトプランご契約期間は4月末で I■■■■■■■■■

○ポイントのお知らせ

4月ご利用分に対する獲得ポイントは、 ■■■■■■ ■■■■■■

(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 I■■■■■■■■■■■
※その他の護得ポイントはWEBをご確盟ください。

Oステージのお知らせ

4月末のステージは、 ■■■■
ﾛ■■■■■■■一

■■■■
弓戸

※その他のステージ情報はWEBをご確囲ください。 l■■■■■ ■■■■■■
■■ﾛ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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■■■■■ ■ ■■■ ご利用期間（4／1～4／30）

■■■■■ ■ ■■■
◇基本使用料等研一

953 1,905 基本使用料（定頓データプランs一バリュー） パケット料g53円含む。 合算

q －952 定額データスタンダード割 合算

◇パケット定額料等（計）
4.747 8,348 宗類彌信料（定額データプランs一バリュー） 1億パケット以上 合算

-953 定額データプランS（無料通信分）適用額 合算

-2,648 定額データスタンダード割 合算

◇その他ご利用料金等（計）
482

500 moperaUスタンダードプラン利用料 合算

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご箭求となります 合算

-20 eピリング割引料 4月請求分 合算

◇消費税等相当額（計）
618

618 消費説等相当額（合計） 合算表示の料金合計×10％

◇合計
6.800 6,800 合計

＜NTTドコモからのお知らせ＞

○継続利用期間は、4月末で ■■■■ ■■■■
O定額データS割のご契約期間は4月末で ■■■■ ﾛ■■■
○ポイントのお知らせ

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

p 目

4月ご利用分に対する獲得ポイントは、 ■■■
－

-
■■■

戸
■■■(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 l■■■■

※その他の獲得ポイントはWEBをご確腿ください。
■■■■■■■■■■■■■■■■■

Oステージのお知らせ

4月末のステージは、 ■■■■■■
※その他のステージ情報はWEBをご確浬ください。 ■■■■■■

－
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■■■■■■■■■ ■ ご利用期間（4／1～4／30）

■■■■■■■■■ ■
･基本使用料等（計）

1.700 1,700 データプラン（スマホ／タブ） iPad 合算

◇パケット定額料等（計）
500

500 X1シェアオプション定額料 合算

0 (参考）当月ご利用データ量 3． 7G(通信凍庶制限含む） 合算

◇その他ご利用料金等（計）
－942

300 spモード利用料 合算

200 あんしんセキュリティ利用料 合算

500 ケータイ補償iPhone＆iPad500 合算

400 あんしん遠隔サポート利用料 合算

-380 あんしんパックモバイル割引 合算

300 ドコモWi-FI利用料(spモード） 合算

-300 キャンペーン割引料〔ドコモWi－Fi ） 合算

-1,叫4 月々サポート壷用類 本回總は11回目の適用（全24回） 内税

2 ユニバーサルサービス料／基本 1番号あたり2円のご購求となります 合算

-20 eピリング割引料 4月鯖求分 合算

◇端末等代金分割支払金
2.754 2,754 端末等代金分割古札令 11回目のご錆求です。 （全24回） 非対象等

ご請求は2021年6月請求迄で、分割支払金残額は 35， 802円です。

◇消費説等相当額（計）
320

320 消畳説等相当額（合計） 合算表示の料金合計×10％

◇合計
4.332 4,332 合計

＜NTTドコモからのお知らせ＞

O継続利用期間は、 4月末で ﾛ■■■■■■■■
Oデータプランのご契約期間は4月末で ■■■■■■■■■
○ポイントのお知らせ

4月ご利用分に対する獲得ポイントは、 I■■■■■
(ポイント進呈の対象になるご利用金額は、 ■■■■■
※その他の獲得ポイントはWEBをご確鯉ください。

l■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Oステージのお知らせ

4月末のステージは、 I■■■■■■■■
※その他のステージ情報はWEBをご確鯉ください。

－
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カードご利用代金明細

i唖偲畷する
！

カード名：

カード番号：

お客様番号 ※お客犠の個人情報保證の為、 「お客様番号」はカード会員番号と異なる番号を

使用しております．

今融樒関名

支店名

科目・口座番号

口座名義 佐野 様

織日:2020/6/12｡唾n年6月度のご利用代金明掴

轡1回・2回・分割・ボーナス払の今回

詰責礼金顕小計

鰯リポルビング払の今回お支払金額小計

※ご指定口座へは金融機関の前営業日6

月26日(金)迄にご用意願います｡

※当社と本明細記戯以外のご契約があ

り、かつ、ぎ指忘口座が同一の場合

は、合算した令額にてご請求させて頂

きます。

織Jデポのど案内

◇キャッシュレス・消買者還元対象コデポ登録のご案内◇ ・

キャッシュレス･消貝者還元事業の対象加盟店にて標記カードでショッピングをご利用

いた涯きましたので、混完令寵分のｺデポ を標記カードへ登録させてい

ただきました．

2020年7月 エ日から2020年9月30日の間に標記カードでショッピング

をご利用いただいた梱合、ご利用額よりコデポ分を値引きしてのご湧求となります．

今後ともジヤックスカードを言愛囲阻りますようお願い申し上げます。

2020/06/26https://Www.iaccs.cojp/Service

,お劃､円

:畷÷鰯お支払
金額

獲得ラプリイポイ

ン卜

2020年6月29日

(月）

29,956円

153点
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ご利用代金明凝

※リボルビング払の明細は新規ご利用分のみ表示しておりますb

※リポルビング払の今回お支払金額は『リボルピング払のお支払内訳」をご覧ください。

…確蕊謂蕃菅著
…

ご利用

顎日

》認圃

ポ
イ
ン
ト

費目

＜…

唾＞

軍用f…

慰識

…Oドコー癖金5月分

本

人

r球』 』 塑息型 。 坦箪 o＃露蕊蕊

＝ ＝ 申

当月澱動恨ｲﾝﾄ岬睡切桐もイ
…

キャン切以こよる

ポイント

次回（202ユ年

5月）…まなります｡

無料と

癬皿･麺･分割･ｵ尋づ麺吻今…
割…1吋

●リ猫しと'……l計

蕊韓鰯お垂礎日

…

0

坪55

リポルビング払のご登録内容

ショッピング

… …

…－久 …イド

リボルビング払のお支払内訳

キャッシング

…
飾冒席苛&鍔…佃）

8鍾用同

…磨個）

函用円

今…(円)懲

内…

内…･利

息幅）

内識佃）

…

沖淫ﾅ劾嘩

ボー奉血…

㈲

… ､…
手数科･謂犀

兜 艶

※卜毘戸冒毎内容は、ご利用代金明細作成時点の

内容を表示しております。

2020/06/26https://Www.iaccs.co.ip/Service
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画面ID:BNYO60

入出金明細照会

〔玉亘亮m薊菟~I一－

－

照会口座

07月03日ユ4時33分時点

照会条件を変更する

ヰーーーー~一今ー一一一声一一一一一一一一寺一一一一一側一一一坤幸や一一一串一一一一一一一ヰー串一一一一

(全2罰並べ替え：蚤呈｜日付 通登

番号 日付 取引 お引出金額 お預入金額
一

差引残高摘要

~

■今 ずげ■ 凸｡一生、 ■ . －．■ ﾛ～ 0 - ■

002 2020年06月29日分

一旬■､

閉今

＝"唖

ｼ糊捌

07月03BO6時OO分時点

29,956円

《

回前ページ 次ページ

(csVﾌｧｲﾙでダｳﾝﾛｰド）

ﾄｯプﾊﾟｰジﾍ

https://Www.direct-lite.shixuokabank.cojp/ib/mqu町BNYO... 2020/07/03



〃

様式第1－1号

使壷夏目 サーチキー 書支出証拠

名・議員氏宅

受て)政務活動寶の支出誌目収髻監等の金謬

記入すること。

轄理番号 6－／〃

決
裁 会派代表者 経理責任者 ③ 経理担当者 ■■

7 8 0

経費項目 錘研究費･研修費･風就報費･鶏謝誇嗣漬･会議費･資糾賊費･資繩静費･識･鞠漬･人件費

内 容 事務所電話通話料（令和2年6月請求分）
』

年月 日 令和2年6月29 日～令和年 月 日 金額 2,878円

目的

使途

政務活動

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

通帳記載欄に“ガス”と表示している説明は令和2年4月証拠書（雲番号’0）参照

’
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朧
卜
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聾互璽聖塑三塁建望璽三ヨユ嚢X過邇_エコ
ー一百;海ｱー2-06-29 l lカス

’ 一・

# EP－ ■P ■ ’

1 01－ =

■
６
１
ｑ
■
ｊ
９
０
■

イ

｜
『

甲

U 可

0

1

■■■■■■ｰご毎■

ifi,l･ ,"'
二重宮謹言亀苓言.三

按分の理由

政務活動と後

で使用のため

援会活動

領収書金額(a)

5,756円

按分率(b)

1／2

％

政務活動費支出額(a×b)

2,878円
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お問い合わせ先
〒410-0053

沼津市寿町8-28

〒426-0037

藤枝市青木2-18-3

青木ピル1C

ふじのくに県民クラブ藤枝

佐野愛子事務所

IIIIIIIIIIII',I''IIIIIIIII.l,ll'III0l'lll'1'll'II'III'II'll'IIII'II

御中

メディアプラザ

TEL O120-696-942 FAXO55-922-5694

主
月

二
男
口 求

聿
雪

お引落し元郵便局

引落日が金融機関の休日の場合、翌営業日に引落しを行います。

お客様コー
今
』 ご請求日 ご請求金額（税込）

ﾛ■■■■■
日■■■■

■■■■■ 2020年06月29日 5,756

内訳 数量 金額(税込） ご利用期間
ひかりdeネットベーシック（マンションF 1 4．547 ’010/06/01～'010/06/90

継続害li弓’ 1 －220 ク、？、/、R／nl～，nln/nR/Qn

やくそく割引(F4) 1 -367 2020/06/01～,010/06/30

ひかりdeトーク(S) 1 1.906 2020/05/01～,010/05/31

以下余日



様式第1－1号

鰯 霞） 経理担当者経理責任者代表者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

砺]-｢5~｢Dm
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

画

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

整理番号 6－〃

経費項目 調劃職賓･研修費･圃諏報費.癖蹴鞠鐡費.会議費.資料作成費.資料購磧･事務費･事諏漬･人唖

内 容 事務員雇用

年月 日 令和2年6月30日～令和年月 日 金額 32,138円

目的
政務沽動を補助する職員を雇用

使途
6月分給与

政務活動

県政との

関連性

占付枠＞収書貝く領

給与支払明細書

令和2年6月分

氏名■■■■■

月
月

7”2ズ

j『2､タ

一
一
一
一

″
″

z7/j/
xz%/

Ｘ
円

円
狭/"〃

、
ワ
』

":z､8p’

撫
鯛

＊

給 与

通勤手当

日数8日

￥350/日

支給額合計

控 除 額、

所得税 雇 用

保険料

控除額

合計

差引支給額

円

34,100 2,800

円

36，900

円 円 円

0

円

36,900

円

受領印

受領日 6月30日

按分の理由

|雇用実績表に基づき按分
l

h

U
する。

領収書金額(a)

36,900円

按分率(b)

(B)27H/(A)31H

％

政務活動費支出額(a×b)

32,138円



、

会派様式第5号

雇用実績表

6 月分 氏 名 ■■■■■■

日 曜日
雇用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1 月

2 火 4 3.5 月初打ち合わせ案内文書整理スケジュール 灌認

3 水

4 木

5 金 4 3.5 日報,県政資料ファイリング

6 土

7 日

8 月

9 火 4 3.5 情報収集(NPO法人）スケジュール調整

10 水

11 木

12 金 4 3.5 県政資料発送準備､発送作業

13 土

14 日

15 月

16 火 4 3.5 県政資料発送準備､発送作業

17 水

18 木

19 金 4 3.5 案内文書確認､スケジュール確認案内文書ファイリ：

20 土

21 日

22 月

23 火 3 2.5 県政資料整理､ファイリング

24 水

25 木

26 金 4 3.5 案内文書保存作業､次月スケジュール確認

27 土

28 日

29 月

30 火

計 (A) 31 (B) 27

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和2年6月30 日
会派･議員名ふじの<に県民ｸﾗプ佐野愛子鰯

{政務活動費充当計算}．｡．①又は②の算式を用いて､政務活動費充当を算出する。
①(B){ 時間 分}×単価｛ 円}== 円
②総支給額{ 34,100円}×(B) 27/(A) 31= 29,700円



様式第1－1号

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7~m。－｢ﾜ~｢5T71
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞｵ骸当欄に

記入すること。

決
裁 会派代表者 経理責任者 ⑤ 経理担当者 ■■

経費項目 読酎形讃.研彦費.広聴広報費.鶏鞠誇爾債.会議.資料作績･鮮陶費･事務費･事翻漬･人鱈

内 容 事務員雇用

年月 日 令和2年6月30日蔀
‐

年月 日 金額 47,250円

目的
政務活動を補助する職員を雇用

使途
6月分給与

政務活動。

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

’

’

’

１

１

１

１

１

１

，

９

３

甲

１

０

”

Ｉ

ｒ

Ｉ
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ー
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Ｉ

Ｉ

４

Ｉ

６

Ｉ
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咄
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８

５

通
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０

５

６

Ⅱ
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１

２

屯

Ｄ

Ｉ
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●

１

１

１

１

，

‐

１

４

リ

ー

リ

マ

ｆ

５

ｌ

１

Ｉ

Ｉ

ｌ

ｌ

４

８

．

Ｄ

ｑ

０

，

心

１

ｊ

ｊ

５

Ｉ

ｌ

ｌ

●

ｌ

‐

。

．

ド

Ｄ

ｆ

●

Ｌ

ｆ

ｌ

Ｆ

ｆ

砂

３

１

１

‐

Ｉ

ｂ

占

↑

給与支払明細書

令和2年6月分

氏名■■~I■■

給与 通勤手当

日数14日

￥350／日

支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

円

42,350

円

4,900

円

47,250

円 円

0

円

47,250

円

受領印

受領日 6月30日

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

47,250円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

47,250円



会派様式第5号

雇用実績表

6 月分 氏 名

日 曜日
屋 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1 月 2.5 2.5 月初めスケジュール確認

2 火

3 水 2.5 2.5 情報収集

4 木 2 2 情報収集

5 金

6 土

7 日

8 月 3 3 資料整理とファイリング

9 火

10 水 1.5 1.5 資料収集

11 木 3.5 3.5 案内文書の確認

12 金

13 土

14 日

15 月 3 3 県政報告発送準備

16 火

17 水 3.5 3.5 県政報告発送準備

18 木 3 3 各種資料の整理

19 金

20 土

21 日

22 月 3 3 書類整理とファイリング

23 火

24 水

25 木 4 4 旧資料整理

26 金 3 3 案内文書整理とファイリング

27 土

28 日

29 月 3 3 次月予定確認

30 火 1 1 資料整理

計 (A) 38.5 (B) 38.5

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和2年6月30 日
会派･議員名ふじの<に県民クラブ佐野愛子

” 鱒
I奴満沽勤責充当計算19･.①又は②の算式を用いて、政務活動費充当を算出する。

①(B){ 38時間30分}×単価{ 1,100円}=42,350円
②総支給額｛ 円}×(B) /(A) = 円



様式第1－1号

鰯 ②墓|会派代表者 経理責任者 経理担当者

使途項目 サーチキー
支出証拠書

｢7T『同一[D1万m
（会派名・議員氏名ふじのくに県民クラブー佐野愛子）

按分の理由 ｜ 領収書金額(a) | 按分率(b) |政務活動費支出額(a×b)

全て政務活動にかかる’ ｜ ／

ものである | 32,400円 32,400円

※按分による支出がある場合は、領収書等の金額､按分率及び政務活動費の支出額をそれぞれ該当欄に

記入すること。

鑿琿番号 6－/3

経費項目 調翫職賓･研修費･広聴広報費･鶏鞠誇瀧犢･会議費･資料'愉墳･資粥騰入費･事務費･事翻漬･人騒

内 容 事務員雇用

年月 日 令和2年6月30日～令和年月 日 金額 32,400円

目的
政ｵ労Y古動を補助するH成員を雇用

使途
6月分給与

政務活動．

県政と

関連

の
性

＝ ■ ロー －b■＝ － ． F ｡

給与支払明細書

令和2年6月分

氏名■■■■■■

給与 通勤手当 支給額合計

控 除 額

所得税 雇 用

保険料

控除額

合 計

差引支給額

円

32,400

円

32,400

円 円 円

0

円

32,400

円

受領印

受領日 6月30日

100％



会派様式第5号

雇用実績表

6月分 氏 名 ■■■■■■

日 曜日
雇 用

時間数
うち政務活動費
業務時間数

政務活動業務内容

1 月 4 4 月初打ち合わせ、当月情報収集

2 火

3 水

4 木 4 4 当月情報収集､情報整理スケジュール確認

5 金

6 土

7 日

8 月

9 火 4 4 県政資料発送準備､発送作業

10 水

11 木

12 金 4 4 県政資料発送準備､発送作業

13 土

14 日

15 月 4 4 県政資料発送準備､発送作業

16 火

17 水

18 木 4 4 各種案内状整理､スケジュール確認

19 金

20 土

21 日

22 月 4 4 当月情報資料ファイリング､案内状ﾌァイリング

23 火

24 水

25 木 4 4 各種資料整理､ファイリング

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火 4 4 次月情報収集､次月スケジュール調整

31

計 (A) 36 (B) 36

上記のとおり雇用したことを証明する。 令和2年6月30B
会派･議員名ふじの〈に県民クラブ佐野愛子霞

{政務活動費充当計算}･･･①又は②の算式を用いて､政務活動費充当分を算出する。
①(B){ 36 時間00分}×単価{ 900円}=32,400円
②総支給額｛ 円}×(B) /(A) = 円



様式第1－1号

使逮頁目 サーチキー 書支出証拠

派名・議員氏名ふじ0

上る支出がある場合は、領収書等の金額、按分率及ひ､攻務沽動費の表

記入すること。

整理番号

決
裁 会派代表者 鰯 経理責任者 ② 経理担当者 ■■

経費項目 調査研ｦ漬.研修費･広聴広報費･要瀞襟漉鑛･会議費･資龍昨鑪･綱費･事務費｡藷翔濱･人件費

内 容 静岡・朝日新聞購読料

年月日 令和2年6月30日～令和 年 月 日 金額 7,337円

目的
省-万回におけo‘|育報↓Ⅸ宗

使途
ー ケ ー ■竜司 ■ ー

政務活動．

県政との

関連性

政務活動において、広い分野の情報を得るための手段として活用する

く須収書貼付枠＞

領収日 2020年6月30日

岩B数 ふ胃、"ｮ金;罫､額式 。線

１１

F

3,300＊

41 037＊

。 ‐･含. #計､ ､。全為 営額欝.' 》 §§ ”

￥7，
I RM対象

337＊
7 照7円’

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

7,337円

按分率(b)

／

100％

政務活動費支出額(a×b)

7,337円



様式第1－2号

…

侭金項目 サーチキー 支出証拠書（各種団体会譽）
刀画 一

(今派楽．毒邑氏楽ふじのくに県民クラブ・佐野愛子）

吟了)砥霧溝動霄の要の理由、 竹目M又一の堂
J－oXLu〃－4a

ぞれ該当欄に記入すること。

19

|‐－－－一可’

経理担当者 ■
司

■

7 7 0 0

経費項目 冒 ･研修費

内 容 2020年度 藤枝商工会議所女性会年会費

年月 日 令和2年6月25日～令和年 月 日 金額 6,000円

会の趣旨。

目的

又1王云Uﾉｲ胃型J哲ｽ堕し以里洪屋1判八廷【メノごソ

会の活動

内容等

産業祭などの地或催しに参加、他地或との交流、勉強会などの沽冨Uを超し地域Y古，|王と

発展に貢献する

政務活動

県政との

関連性

さまざまな活動に参加したり定期総会に出席し周囲との意見交換、恵兄月忠収とｲ丁い呆以に

反映させる
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扱者

按分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a)

6,000円

按分率(b)

100％

政務活動費支出額(a×b)

6,000円



~ZU-U6-1Z10:06宛先- 6461222 様送信元-藤枝商工会議所 POOO1/0001 T-920U-237

令和元年6月11日
藤枝商工会議所女性会

会員 各位

藤枝商工会議所女性会

会長言島以津子

謹啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃は､格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、標記の件について、令和2年6月SOB(火）迄に、こ括参いただきま

すようお願い申し上げます。

なお、ご持参が難しい方につきましては、振込でも可能ですので、下記振込先
へお振込み下さい。

出黄ご多端な折、誠に恐縮ですが、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

記 一

I

1．請求金額 6,OOO円

･2020年度会費(2020年4月1日～2021年SB31日)6,OOO円

2．払込先 ：静岡銀行藤枝支店琶逼預金

口座名義： 藤枝商工会議所女性会

口座番号: O846285

（※誠に恐縮ではございますが､振込手数料は貴社負担でお願いします｡）

3．納入期日:2020年6月SOB(火）

藤枝商工会議所女性会担当:■■■■■■■
TEL641-2000/FAX64S-2000

2020年度藤枝商工会議所女性会年会費ご納入のお願い



様送信元-藤枝商工会議所 POOO2/0004T-188U-388
可

､‘ 』

藤枝商工会議所女性会規程

（目的）

第1条 本女性会は藤枝市内における商工業者の共同社会を基盤とし、女性の立場より商工業の改善

発展に寄与し、かねて社会一般の福祉の増進に資し、あわせて会員相互の親睦と連携を図る

ことを目的とする。

（名称）

第2条 本女性会は藤枝商工会議所女性会と称する。

（会員）

第3条 次に掲げるものは本女性会の会員になることができる。

1 商工会議所の会員である法人、団体等の役員

2商工会議所の会員である個人企業の女性

3女性学識経験者及び本女性会の目的に賛同する女性 ．

ｊ員
条
１
２
３
４

役
４

く
第 本女性会に次の役員を置く。

会長 ､ 1人

副会長 3人以内

監事 3人以内

理事 若干人

q

（役員の職務）
■

第5条 会長は会を代表し会務を総括する。

2副会長は会長を補佐し、あらかじめ会長の定める順位により、会長に事故があるときはその職

務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、会の重要事項を審議する。

4監事は本女性会の業務及び経理を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

（役員の任免） 、

第6条 会長は総会において会員のうちから選任し、又は解任する。 、

2副会長は会員のうちから会長が指名し総会において選任し又は解任する。

3理事は総会において、会員のうちから選任し又は解任する。

4監事は総会において、会員のうちから選任し又は解任する。

（役員の任期）

第7条 役員の任期は2年とする。

2役員は再任されることができる。

3役員は任期終了後、後任者の就任するま.で引き続きその職務を行うものとする。

4補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。
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（委員会）

第8条 本女性会の事業、その他目的達成に必要な事項を調査研究するため委員会をおくことができ

る。

（地区）

第9条

2

本女性会に支部を置く。

本女性会は藤枝市内各地域で組織されている本商工会議所を主軸とした商店街振興組合及び

商工振興会等の地区をもって組織する。

（総会）

第10条本女性会に総会を置く。

（招集及び議長）

第11条総会は年1回これを開くほか、会長が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上の同意を得

て請求したときは会長がこれを招集しその議長となる。

（役員会）

第12条本女性会に役員会を置く。

2役員会は会長、副会長、理事をもって組織する。

8監事は、役員会に出席して意見を述べる事ができる。

4役員会は必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ぐ

（総会及び役員会の議事等）

第13条総会及び役員会は、総数の2分の1以上の出席がなければ議事を開き議決をすることができ．

ない。

2総会及び役員会の議決は、出席者の過半数の同意によって決し、可否同数のときは議長の決す

るところによる。

（事業）

第’4条本女性会ばその目的達成のため下記の事業を行う。
1藤枝商工会議所事業の積極的推進及び協力。

2政府並びに関係当局の諸施設に対する改善意見の審譲と要望。

3商工業の発展に関する各種意見の提案。

4社会福祉の増進と研究。

5女性経営上の諸問題に関する調査、研究。

6各種講演会、懇談会、研究会等の開催。

7 内外展示会、見本市、優良企業等の視察見学。

8各地の商工会議所女性会との連絡、提携。

9 その他本女性会の目的達成に必要な事業。
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（報告義務）

第15条会長は総会において決議された事項のうち、特に必要と認めるものについて藤枝商工会議所

会頭に報告しなければならない。

（顧問）

第16条本女性会に顧問を置くことができる。

2顧問は本女性会の目的達成に必要な重要事項について会長の諮問に応ずる。

3顧問は学識経験のある者及び本女性会に功労のあった者のうちから会長が役員会の承認を得

て委嘱する。

（会費）

第17条本女性会は総会の承認を得て、会員に対し会費を徴収することができる。

2既納の会費はいかなる事由がある場合においても返戻しない。

（会計）

第18条本女性会の会計は会費、事業収入、助成金、その他をもって充て、事業年度は毎年4月1日

に始まり翌年3月31日に終わる。

（事務） 、

第19条本女性会の事務を処理するため藤枝商工会議所専務理事が事務局職員のうちから任命する。

ぐ §

（慶弔） ．

第20条慶弔関係については別に定める。

（基金）

第21条．本女性会は基金を設け、事業目的に応じてそれを運用できる。

附 則

本規程は昭和53年9月8日から実施する。

昭和61年6月18日一部改正

昭和63年5月27日一部改正

平成2年型月1日から－部改正し実施する。

平成6年12月22日から一部改正し実施する。

平成13年6月4日から全面改正し、実施する。

平成21年4月1日から一部を改正し実施する。

平成24年5月8日から一部を改正し実施する。

1，


